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委員長 職務代理 委 員 委 員 6杉選第344号 

    議事録案です。 

訂正があれば、指摘をお願いします。 

確定した内容は、区公式HPへ掲載します。 

  令和 7年第 17回選挙管理委員会定例会会議録 

   

開催日時 

                      午前 11時 00分から 

  令和 7年 5月 7日（水）             

午前 11時 40分まで 

出 席 者 
委 員 今井委員長、与島委員長職務代理、島田委員、小井委員 

事務局 石田局長、井澤次長、小川選挙法規担当係長、清水主査 

開催場所 選挙管理委員会室 傍聴人 無 

会議の結果 

及び 

主な発言 

議 案 等 結果 

報告事項

17‐1 

東京都議会議員選挙（杉並区選挙区）立候補予定者説明会 

について 
了承 

報告事項

17‐2 

東京都議会議員選挙及び参議院議員選挙に係る政党及び 

政治団体の政治活動用ポスターの取扱いについて 
了承 

報告事項

17‐3 

令和 7年 6月選挙管理委員会日程表 
了承 

報告事項

17‐4 

東京都議会議員選挙・参議院議員選挙委員会日程表 
了承 

その他  ― 

委員長 これから令和 7年第 17回の定例会を開催します。 

 ＜東京都議会議員選挙（杉並区選挙区）立候補予定者説明会について＞ 

委員長 報告事項 17‐1について事務局から説明をお願いします。 

局長 

報告事項 17-1について説明します。配布資料の立候補予定者説明会の次第

をご覧ください。本日の午後 1 時半から開始する立候補予定者説明会の流れ

です。開会に当たりまして委員長からご挨拶をお願いします。その後、委員  

及び職員の紹介をします。その後、配布資料の確認をしまして、事務局から  

説明に入ります。 途中、杉並警察署交通課の警部補から選挙運動用自動車に

関する説明を、杉並郵便局郵便部の課長から選挙用通常葉書の使用法について

の説明をお願いしています。警察及び郵便局からの説明について質疑応答の後

に一旦休憩を挟みます。再開後は、選挙公報掲載申請方法と公費負担の関係、

選挙運動における収入と支出の関係について説明し、最後に事前審査のお願い

のあと、質疑応答の時間を設けます。閉会の挨拶は委員長職務代理にお願いし

ます。終了時刻は午後 4時 20分頃を予定しています。資料裏面は、説明会場

のレイアウトです。席としては 20席用意しています。また、後方に報道関係

者の席も用意しています。報告事項 17-1の説明は以上です。 

委員長 何か質問、ご意見等はありますか。 

島田委員 警察、 郵便局の方は、最初から最後までいるのですか。 

選挙法規 

担当係長 

途中からいらっしゃいまして、説明後の質疑応答が終わりましたら、警察、

郵便局の方はご退席いただく予定です。 



委員長 
説明会の次第について一通り説明がありました 。皆さん他に質問、ご意見

等はありますか。 

一同 報告了承。 

 
＜東京都議会議員選挙及び参議院議員選挙に係る政党及び政治団体の 

政治活動用ポスターの取扱いについて＞ 

委員長 続きまして、17‐2について事務局から説明をお願いします。 

局長 

報告事項 17-2 について説明します。東京都選挙管理委員会事務局長から 

各区市町村選挙管理委員会事務局宛ての通知をご覧ください。表題にあります

通り、令和 7 年執行の都議会議員選挙と参議院議員選挙に係る政党及び政治

団体の政治活動用ポスターの取扱いについての発信文書です。これは毎回選挙

の時に発出されるもので、公選法第 201条の 14の規定は、選挙運動の期間前

に掲示されたポスターの撤去に係る条文です。政党その他の政治団体の政治 

活動用ポスターに氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者

が 2つの選挙の候補者となったときは、候補者となった日のうちに、選挙区内

において当該ポスターを撤去しなければならないという規定です。撤去され 

ない場合には撤去命令の対象となりますという注意喚起の内容と各区市町村 

選管に対し、所轄警察署と連携をして適切に対応するよう通知がきています。

該当する選挙は、6 月 22 日執行の東京都議会議員選挙と、その後執行予定の

参議院議員選挙です。また、都選管から各政党、政治団体等に発出した文書の

写しも添付しています。そこには、政治活動用ポスターの取扱いのほか、   

5月2日から施行された改正公職選挙法についても合わせて周知がされていま

す。立候補予定者説明会の場でも政治活動用ポスターの取扱いと改正公選法の

ポスター品位保持の件については詳細にする予定です。説明は以上です。 

委員長 何か質問、ご意見等はありますか。 

委員長 

職務代理 

撤去の対象となるポスターは、現在街中でよく見かけるものですか。 

 

委員長 いわゆる 2連とか 3連とかいうものです。 

委員長 

職務代理 

剥がし忘れがあった場合はどうなりますか。 

 

小井委員 分かり次第、見つけ次第、撤去を依頼することとなります。 

委員長 
選管に区民から連絡があった場合も、警察に通報し、確認をしてもらって 

から貼った当事者に連絡をし、撤去してもらうことになります。 

島田委員 警察が確認しないといけないのですか。 

局長 

警察から選管に連絡が来るものもありますが、選管が把握したものについて

は、警察に連絡するとともに、同時並行で候補者に対し、区民から連絡が   

あったので剥がし漏れがあれば剥がしてくださいということを連絡し、まずは

自主的に剥がしてもらう対応をとります。 

委員長 それだとまずは、撤去の要請という形をとるのですね。 

局長 
そうなります。まずは剥がし漏れがあり、法令違反に当たるので、すぐに  

撤去するよう要請します。 

委員長 それでも剥がさない場合は、撤去命令となるということですね。 

局長 
その通りです。撤去命令に従わない場合は、警察が公職選挙法に基づいて、

違反者に対して行政処分や刑事処分などの措置を取ることが考えられます。 

委員長 他に質問、意見等はありますか。 

一同 報告了承。 

 ＜令和 7年 6月選挙管理委員会日程表＞ 

委員長 続きまして、17‐3について事務局から説明をお願いします。 



局長 

報告事項 17-3について説明します。6月は、2日と 11日に定例会を、12日

と 13 日に臨時会を、その後に、19 日と 24 日に定例会を予定しています。  

また、区議会関係の日程として、第 2回定例会が 6月 2日から開催予定です。

一般質問の通告があれば、委員長に本会議に出席いただき、答弁いただくこと

となります。6 月 22 日が都議選の投開票日で、24 日の定例会で選挙結果の  

報告後に、当選証書付与を予定しています。説明は以上です。 

委員長 何か質問、ご意見等はありますか。 

島田委員 
2 日の定例会は通常より 1 時間早く開始で、定例会後の 10 時からは、   

期日前投票管理者との打ち合わせ会が入ったということですね。 

局長 その通りです。 

委員長 皆様、他に質問、ご意見等はありますか。 

一同 報告了承。 

 ＜東京都議会議員選挙・参議院議員選挙委員会日程表＞ 

委員長 続きまして、17‐4について事務局から説明をお願いします。 

局長 

報告事項 17-4 について説明します。こちらは、都議選及び参院選に係る  

日程表です。6 月の日程は、報告事項 17-3 と重複しますので、都議選終了後

の 7 月執行予定の参議院選挙に係る日程の確認をします。まだ執行日は確定

していませんので 7 月 20 日想定での日程となりますが、7 月 3 日に参議院   

選挙の公示があります。同日、氏名等掲示の順序のくじを行うため、臨時会を

開催します。定例会は、7 月 9 日と 17 日に予定をしています。7 月 20 日に   

参院選の投開票があり、23日の定例会で選挙結果の報告をする予定です。 

委員長 何か質問、ご意見等はありますか。 

島田委員 

7 月 1 日に定例会、2 日に臨時会が予定されていますが、まとめることは   

できないのでしょうか。1 日定例会の議題、ポスター掲示場告示はこの日に  

しなければならないものですか。 

局長 
7月3日が公示日なので遅くともその2日前までにはポスター掲示場の告示

はしなければなりません。 

島田委員 2日前までにということはもっと前でもいいということですか。 

局長 

6 月 22 日まで都議選のポスター掲示場として使用しています。都議選終了

後に都議選用の板面を剥がし、参議院選挙用の板面の準備が整ったのを確認 

するのに、1週間程度は期間を要すため、7月 1日としています。 

島田委員 このポスター掲示場の告示は何をするのですか。 

局長 
ポスター掲示場を設置する場所の住所と番号を一覧にしたものを、委員会に

諮り決定したものを告示することとなります。 

小井委員 報告事項ではなくて、議案になるわけですね。 

局長 その通りです。 

委員長 

参議院選挙の日程はずれる可能性がありますので、想定の日程ということで

よろしくお願いします。7 月 17 日の定例会は 17 時からとなっていますが、 

これは期日前投票所の視察があるからですか。 

局長 

17 日は、開票立会人の届出期限日であり、届出が 10 人を超えた場合、      

あるいは、同一政党等からの届出が 3人以上ある場合に、開票立会人を選任す

るためくじを引くことになりますので、定例会は 17時からの開催となります。 

委員長 
他に質問、ご意見等はありますか。参議院選挙に係る日程は仮の日程という

ことで理解いただければと思います。 

一同 報告了承。 

委員長 その他、事務局から何かありますか。 



  

局長 

今後の予定について確認します。次回の第 18 回定例会は 5 月 14 日の水曜

日午前 10時開催です。 

（議題書に沿って、今後の日程を確認） 

委員長 質問はありますか。無いようでしたら、第 17回の定例会を終了します。 

回 

議 

局 長 次 長 主 査 作成者 第 17回定例会 令和 7年 5月 7日 

     会議録（案）を回議します。訂正があれば、指摘願いま

す。 

確定後は区公式HPへ掲載します。 


